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【はじめに】 

本書は、平成20年3月期（平成19年4月～平成20年3月）における当社の会社概要、営業

の状況及び経理の状況について記載したものです。 

 

【主な記載項目について】 

1.会社の概況 

「会社の沿革」    当社の設立から現在までの沿革を記載しています。 

「会社の目的」  定款に記載された当社の目的を記載しています。 

「事業の内容」  当社の経営組織、事業の内容について記載しています。 

「財務の概要」  平成20年3月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主

要な財務指標について記載しています。 

「主要株主名」  所有株式数の多い株主10名の氏名、所有株式数等を記載しています。 

「役員の状況」  当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。 

「従業員の状況」 当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。 

 

2.営業の状況 

「営業方針」   当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。 

「当社及び当業界を取り巻く環境」 

内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について記載しています。 

「営業の経過及び成果」 

当社の平成19年度における業績について記載しています。 

「対処すべき課題」当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。 

「受託業務管理規則」 

当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理規則を記載

しています。 

3.経理の状況 

「財務比率」 

（ａ）純資産額規制比率  

純資産額（＊）／リスク額（＊）×100 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項において準用する同法第99条 

第7項に基づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）第38条の規 

定により算出したものです。また、「リスク額」には、商品市場における自己の計 

算による取引であって、決済を結了していないものについての価格変動等により発 

生し得る危険に対応する額（「市場リスク」という。）と、商品市場における取引 

の相手方の契約不履行等により発生し得る危険に対応する額（「取引先リスク」と 

いう｡）とがあり、同法211条第1項に基づく施行規則第99条の規定により算出し 

たものです。） 

「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる 

相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定 

めるところにより算出した額に対する比率であり、これが高いほどリスクに対する 

余裕があると言えます。 
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（ｂ）純資産額資本金比率 

純資産額（＊）／資本金額×100 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第 

99条第7項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記（ａ）の 

純資産額とは計算が異なります。） 

資本金に対する純資産の割合を見るもので、比率が高いほど経営が安定していると 

言えます。 

（ｃ）自己資本資本金比率 

自己資本／資本金額×100 

資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高い

ほど経営が安定していると言えます｡ 

（ｄ）自己資本比率 

自己資本／総資産額×100 

総資産額に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定してい

ると言えます｡ 

（ｅ）修正自己資本比率 

自己資本／総資産額(＊)×100 

(＊「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託

金額と預託必要額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘

束されている資産の額を除いたものです。) 

上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことから、 

これらの預託額を控除した総資産に占める自己資本の割合をみたものです。 

（ｆ）負債比率 

負債合計額／純資産額(＊)×100 

(＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第 

99条第7項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記（ａ）の 

純資産額とは計算が異なります。) 

純資産と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の安定性が 

高いと言えます。 

（ｇ）流動比率 

流動資産額／流動負債額×100 

短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資産 

を対比したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。 
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１．会社の概況 

① 会社名等 

商品取引員名  サンワード貿易株式会社 

代 表 者 名   代表取締役社長 依 田 年 晃 

所 在 地   札幌市中央区大通西8丁目2番地6 

電 話 番 号   ０１１－２２１－５３１１（代） 

 

② 会社の沿革 

当社は、昭和39年 9月に設立された「北海道明治物産株式会社」を前身とし、昭和 50年 5

月に商号を「サンワード貿易株式会社」に変更した会社であります。 

年  月 概         要 

昭和39年 7月 

 

 

昭和41年 5月 

昭和43年12月 

昭和46年 1月 

 

昭和50年 2月 

昭和50年 3月 

昭和50年 5月 

昭和51年 1月 

昭和51年 7月 

昭和51年 8月 

昭和52年 1月 

昭和52年 2月 

 

昭和53年11月 

昭和54年10月 

昭和55年11月 

昭和57年 6月 

昭和57年10月 

昭和59年 2月 

昭和60年 3月 

昭和60年12月 

昭和61年11月 

 

昭和61年12月 

 

昭和63年12月 

 

平成元年 2月 

平成元年 7月 

商品先物取引の受託業務を目的として、北海道明治物産株式会社を札幌市南3

条西6丁目3番地に創業。帯広支店開設。 

北海道穀物商品取引所の仲買人登録。資本金30,000,000円。 

本社を「札幌市南4条西7丁目4番地1」に移転。 

資本金を45,000,000円に増額。 

農林大臣より、許可制移行に伴い北海道穀物商品取引所農産物市場の商品取引

員の許可を受ける。 

資本金を90,000,000円に増額。 

本社を「札幌市中央区大通西4丁目6番1」に移転。 

商号を「サンワード貿易株式会社」に変更。 

旭川支店、苫小牧支店2支店開設。 

資本金を108,000,000円に増額。 

帯広支店移転。 

資本金を162,000,000円に増額。 

農林水産大臣より、東京砂糖取引所砂糖市場の許可を受ける。 

新宿支店開設。 

苫小牧支店廃止。 

新宿支店移転。 

本社を「札幌市中央区南1条西12丁目322番地」に移転。 

本社を「札幌市中央区大通西4丁目6番1」に移転。 

資本金を212,000,000円に増額。 

旭川支店移転。 

仙台支社開設。 

通商産業大臣より、東京工業品取引所綿糸市場・生糸市場の許可を受ける。 

農林水産大臣より、東京穀物商品取引所農産物市場の許可を受ける。 

新宿支店移転。 

通商産業大臣より、東京工業品取引所ゴム市場の許可を受ける。 

新宿支店を東京支社に名称変更。 

農林水産大臣より、前橋乾繭取引所繭糸市場の許可を受ける。 

東京支社移転。 

上野支店開設。 

資本金を265,830,000円に増額。 
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平成元年 8月 

平成 2年 5月 

平成 2年12月 

平成 3年 5月 

平成 3年 8月 

平成 3年 9月 

平成 4年 5月 

平成 5年 6月 

平成 5年10月 

平成 6年 4月 

平成 6年 6月 

平成 6年 8月 

平成 8年 2月 

平成 8年 3月 

平成 8年 7月 

平成 8年10月 

 

 

平成 9年 4月 

 

平成 9年10月 

平成 9年12月 

平成10年 5月 

平成10年 7月 

平成11年 2月 

平成11年 5月 

平成11年 6月 

平成11年 7月 

平成11年11月 

平成12年 1月 

平成12年 5月 

平成12年 8月 

平成13年 2月 

平成13年 3月 

 

 

平成13年 5月 

平成14年 6月 

平成14年 8月 

平成14年 9月 

 

平成14年11月 

平成14年12月 

平成16年12月 

仙台支社移転。 

資本金を318,996,000円に増額。 

資本金を326,000,000円に増額。 

資本金を391,200,000円に増額。 

農林水産大臣より、横浜生糸取引所繭糸市場の許可を受ける。 

通商産業大臣より、東京工業品取引所貴金属市場の許可を受ける。 

資本金を469,440,000円に増額。 

資本金を564,000,000円に増額。 

帯広支店移転。 

上野支店廃止。 

資本金を676,731,500円に増額。 

仙台支社移転。 

福岡支店開設。 

農林水産大臣より、関門商品取引所農産物市場の許可を受ける。 

通商産業大臣より、名古屋繊維取引所綿糸市場の許可を受ける。 

通商産業大臣より、神戸ゴム取引所ゴム市場、天然ゴム指数市場の許可を受け

る。 

大阪支社開設。 

通商産業大臣より、東京工業品取引所アルミニウム市場の許可を受ける。 

名古屋支店開設。 

通商産業大臣より、大阪繊維取引所アルミニウム市場の許可を受ける。 

大蔵省北海道財務局長より、金融先物取引業の許可を受ける。 

飯田橋支店開設。 

農林水産大臣より、関西商品取引所農産物・飼料指数市場の許可を受ける。 

東京工業品取引所毛糸市場廃止。 

不動産賃貸業開始。 

通商産業大臣より、東京工業品取引所石油市場における受託の許可を受ける。 

資本金を792,171,500円に増額。 

農林水産大臣より、中部商品取引所畜産物市場における受託の許可を受ける。 

通商産業大臣より、中部商品取引所石油市場における受託の許可を受ける。 

資本金を1,000,000,000円に増額。 

東京工業品取引所綿糸市場廃止。 

中部商品取引所綿糸市場の受託業務廃止。 

農林水産大臣、経済産業大臣、金融庁長官より、商品投資販売業の許可を受け

る。 

本社を「札幌市中央区大通西8丁目2番地6」に移転。 

農林水産大臣より、横浜商品取引所農産物市場における受託の許可を受ける。 

農林水産大臣より、関西商品取引所水産物市場における受託の許可を受ける。 

横浜支店開設。 

経済産業大臣より、大阪商品取引所ニッケル市場における受託の許可を受け

る。 

横浜商品取引所繭糸市場の受託業務廃止。 

財務省北海道財務局長より、金融先物取引業の更新許可を受ける。 

旭川支店廃止。 
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平成17年 3月 

 

平成17年10月 

平成17年12月 

平成18年 4月 

平成18年 5月 

平成18年11月 

平成18年12月 

平成18年12月 

平成19年 1月 

 

平成19年 2月 

平成19年 6月 

 

平成20年2月 

農林水産大臣、経済産業大臣より、改正商品取引所法に基づく商品取引受託業

務の許可を受ける。 

中部商品取引所鉄スクラップ市場の受託業務を追加。 

金融先物取引業を廃業。 

東京穀物商品取引所が横浜商品取引所を吸収合併。 

関西商品取引所の受託会員退会。 

福岡支店廃止。 

関西商品取引所が福岡商品取引所を吸収合併。 

生命保険代理店業務開始。 

中部商品取引所が大阪商品取引所を吸収合併。 

商品投資販売業を廃業。 

横浜支店廃止。 

東京支社を東京本部に呼称変更。 

仙台支社を仙台支店に名称変更。 

飯田橋支店廃止。 

 

③ 会社の目的 

１）国内及び海外商品取引所上場商品並びに上場商品指数の売買と受託業務及びその取次ぎ 

２）商品取引所法の適用を受ける農林産物、畜産物、水産物及び鉱物とこれらの加工製造品、

精錬・精製品の売買及びその取次ぎ 

３）商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく、商品投資事業に係る金融商品の設定、

運用、管理、販売業務並びに商品投資顧問業 

４）金融先物取引法に定める通貨及び金融指標に関わる先物取引及びオプション取引等、金

融先物取引所の上場商品の売買とその受託、媒介、取次ぎ及び代理 

５）外国為替取引業 

６）不動産の売買とその取次ぎ、並びに不動産の賃貸及び管理 

７）生命保険の募集に関する業務並びに損害保険代理店業務 

８）前各号に付帯する一切の業務 

 

（注）上記のうち下線部分の事業は、現在行っておりません。 
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④ 事業の内容 

(1) 経営組織図 

当社の経営組織は、次のとおりです。 
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括
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不
動
産
事
業
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コンプライアンス推進課  
 

システム開発課 

業 務 管 理 部 

市 場 部 

総 務 部 

財 務 部 

個人情報相談室 

お客様相談室 

顧 客 審 査 部 
 

管 理 監 査 部 

本 店 営 業 部 

仙 台 支 店 

東 京 本 部 

大 阪 支 社 

帯 広 支 店 

名 古 屋 支 店 

人 事 教 育 部 

自己ディーリング部 

常

務 

人

事

部 

管

理

本

部 
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（２）業務の内容 

 

（a）主たる業務 

イ．商品市場における取引の受託業務 

当社は、商品取引所法第190条第1項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣

から商品取引受託業務の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場の受託会員

として、当該商品市場における取引の受託業務を行っております。 

（許可番号）平成17年3月18日 農林水産省指令16総合第1870号 

経済産業省平成17・03・16商第1号 

 

 農

産

物 

砂

糖 

畜

産

物 

貴

金

属 

ゴ

ム 

ア

ル

ミ

ニ

ウ

ム 

石

油 

天

然

ゴ

ム

指

数 

ニ

ッ

ケ

ル 

鉄

ス

ク

ラ

ッ

プ 

 

 

 

上 場 商 品 名 

〇          

小豆、IOM 一般大豆、NON-GMO

大豆、とうもろこし、アラビカ

コーヒー生豆、ロブスタコーヒ

ー生豆 

東京穀物商品取引所 

 〇         粗糖、精糖 

関西商品取引所 〇          
小豆、、米国産大豆、とうもろ

こし、ブロイラー 

   〇       金、金ﾐﾆ、銀、白金、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ 

    〇      ゴム 

     〇     アルミニウム 
東京工業品取引所 

      〇    ガソリン、灯油、原油 

      〇    ガソリン、灯油、軽油 

  〇        鶏卵 

         〇 鉄スクラップ 

    〇      RSS3号、TSR20 

     〇     アルミニウム 

       〇   天然ゴム指数 

中部大阪商品取引所 

        〇  ニッケル 

〇：受託業務  

 

ロ．商品市場における取引を行う業務 

自己の計算において商品市場における取引を行う業務です。自己売買業務は上記イに

掲げた商品市場において行っております。 

 

 

ｂ）従たる業務 

・不動産賃貸業 

・生命保険及び損害保険代理店業 
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⑤ 営業所の状況 

店舗の名称 所  在  地 電 話 番 号 

本  社 北海道札幌市中央区大通西8丁目2番地6 ０１１－２２１－５３１１ 

東京本部 東京都新宿区下宮比町3番2号 ０３－３２６０－０２１１ 

大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番16号 ０６－６３４５－８０１１ 

帯広支店 北海道帯広市西2条南9丁目17番地 ０１５５－２４－６１２１ 

仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町2丁目16番10号 ０２２－２１１－５２１１ 

名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番10号 ０５２－５８３－９８１１ 

 

⑥ 財務の概要 （平成20年3月決算期） 

項    目 金     額 

（ａ）資本金 １，０００，０００千円  

（ｂ）純資産額＊１  ６，６７７，４１２千円  

（ｃ）総資産額 １０，７６１，９８１千円  

（ｄ）営業収益 

  （うち、受取委託手数料） 

 ４，７５３，３５７千円  

 （ ３，９９３，７８０千円） 

（ｅ）経常利益 △ ７９９，０４８千円  

（ｆ）当期純利益 △ ５０４，０９２千円  

＊１ 純資産額は、商品取引所法第 211 条第 4 項以外において準用する同法第 99 条第 7項に

基づく施行規則第 38 条の規定により算出しております。また、同法第 193 条第 2 項に基

づく施行規則第 81 条の規定により当社が商品取引員として求められている最低の純資産

額は１億円以上であります。 

 

⑦ 発行済株式総数 

発行済株式の総数 1,481,152株（平成20年3月31日現在） 

（注1）上記株式数に自己株式（364,797株）は、含んでおりません。 

（注2）当社の株式は、非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。 
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⑧ 主要株主名（上位10名） 

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合 

サンワード貿易㈱ 
北海道札幌市中央区 

大通西８丁目２番地６ 
364千株 23.00％ 

古谷 敏明 － 345千株 21.77％ 

㈱加藤経済研究所 
福岡県福岡市東区 

香椎台３丁目１４番１２号 
248千株 15.64％ 

加藤 和代 － 164千株 10.34％ 

サンワード貿易互助会 
北海道札幌市中央区 

大通西８丁目２番地６ 
120千株 7.57％ 

原田 巳咲 － 110千株 6.94％ 

加藤 幸男 － 79千株 5.03％ 

アサヒ経済㈱ 
東京都豊島区 

東池袋２－２１－３ 
58千株 3.71％ 

サンワード貿易 

社員持株会 

北海道札幌市中央区 

大通西８丁目２番地６ 
47千株 2.98％ 

依田 年晃 － 20千株 1.29％ 

菊池 一元 － 15千株 0.96％ 

計  1,570千株 99.23％ 

⑨ 役員の状況 

役名及び職名 
氏   名  

 生年月日 
所有株式数 

代表取締役会長 
古 谷 敏 明  

昭和20年5月4日 
３４５千株 

代表取締役社長 
依 田 年 晃  

昭和31年11月27日 
２０千株 

  常務取締役 
菊 池 一 元 

 昭和25年1月1日 
１５千株 

取締役 
稲 垣 雄 一  

昭和28年5月4日 
５千株 

取締役 
佐 藤  浩   

昭和21年9月29日 
７千株 

監査役（常勤） 
小 西 英 治  

昭和22年3月21日 
－ 

監査役（非常勤） 
加 藤 和 代  

昭和23年1月3日 
１６４千株 

監査役（非常勤） 
加 我  稔   

昭和22年 7月19日 
－ 

計 ８名 ５５７千株 



11 

（注1）監査役加藤和代、加我稔は、会社法第335条第3項に定める社外監査役であります。 

（注2）所有株式数の千株未満は切り捨てております。 

 

⑩ 従業員の状況 

男 女 別 営 業 ・ 非 営 業 
 総 計 

男 女 営業 非営業 

従 業 員 数 ２７９人  ２３９人     ４０人 １９１人 ８８人 

平 均 年 齢 ３３才 ３４才 ２９才 ３２才 ３７才 

平均勤続年数 ９年 １０年 ５年 ７年 １３年 

外 務 員 数 ２２９人 ２１７人 １２人   

（注）１．従業員数には、役員・臨時従業員・嘱託社員は含まれて居りません。 

２．平均年齢、平均勤続年数はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 

  

２．営業の状況 

① 営業方針 

当社の営業方針として、商品先物取引がハイリスクであるという特性ゆえに、個人投資家

である当社顧客個々に対するきめ細かい対応こそが重要であるとの観点から、当社外務員に

よる対面での受託業務を主軸とすることに変更はありません。この従来の対面営業を「対面

コンサルティング取引」と位置づける一方で、平成19年度は外務員からのアドバイスを必要

としていない顧客層へ向けて、新たに廉価な手数料でマイペースな取引を可能とする「コー

ルセンター取引」の提供を開始いたしました。顧客からの様々なニーズに応えられるよう、

顧客本位の営業理念浸透に務めております。 

「対面コンサルティング取引」顧客に対しては説明のための訪問活動を強化し、リスク説

明やアドバイスなどのサービス向上に親身に取り組んでおります。外務員の質的向上のため

には、管理部を増強してチェック体制を強化した上で、コンプライアンス理念に基づいた教

育研修を引き続き徹底してまいります。 

更に、全顧客に向けて行っているインターネットによる相場情報、チャート等の情報提供

に加え、昨年度は口座情報照会のサービス提供も新たに行い、取引の透明性と利便性の向上

にも精励しております。 

このように、様々な角度から顧客の信頼の獲得および社会的信頼の向上を目指し、法令を

順守した付加価値の高い営業活動を推進していく所存です。 

② 当社及び当業界を取り巻く環境 

当該期は、期初こそ企業の好調な決算や円安傾向を受けて景気の回復傾向が続いたものの、

後半は米国サブプライムローン問題に端を発した世界的規模の金融収縮不安の影響を受け、

不安定な経済情勢が続きました。ドルへの不安からくる円高傾向と株安もあり、投機資金の

流れは金や原油などの商品市場へ向かうこととなりました。特に高騰を続ける石油の代替エ

ネルギーとして穀物相場までもが大きく注目を浴びることとなり、国際商品市場は活況を呈

しました。 

当業界では、主務省主導で「商品先物市場の競争力強化」が報告書にまとまり、業界の垣

根を越えた総合取引所構想や取引時間の延長など、グローバルなマーケット環境の整備へ向

けての方針を明確に打ち出しております。その中で商品取引員は支店数、外務員数、委託者

数ともに前年度に引き続き減少しており、受託業務を廃止する取引員も相次ぐなど、業界全

体の低迷は前期から継続しております。このため、前述した商品市場へのフォローの風は、

国内にあってはその好機を必ずしも活かしきれておりません。 
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このような情勢下で当社は、徹底した説明を土台にした営業活動こそが顧客満足につなが

ると考えて取り組んでまいりました。対面営業の強みを再考し「対面コンサルティング取引」

たるべく社員の再教育を行っております。顧客のチャネル増加のために「コールセンター取

引」も開始いたしましたが、通期では当初予定した収益に達することはできませんでした。 

 

 

③ 営業の経過及び成果 

  （1）受取手数料部門 

商品取引業界全体の縮小傾向を反映し当期受取手数料は３９億９３７８万円（前期 

比27.9％減）となりました。 

（2）売買損益部門 

農産物市場を中心に堅調な利益を出すことができましたが、前年度の利益が高額だ

ったため、前年度のおよそ1/3程度になりました。 

 

以上の結果、当期の売上総利益は、４７億５３３５万７１６９円 

営業損益は、マイナス９億２０４２万７２２６円 

経常損益は、マイナス７億９９０４万８千円、 

当期純損益は、マイナス５億４０９万１９０６円 となりました。 

当事業年度における受取手数料および売買損益は、次の通りであります。 

 

(a) 受取手数料                          （単位：千円） 

         期   別 

商 品 市 場 名 

第４４期 

（自 平成19年4月1日） 

（至 平成20年3月31日） 

商 品 先 物 取 引   

   農 産 物   市 場 2,120,224     

   貴 金 属   市 場 1,189,976     

   石   油   市 場 613,339     

   ゴ   ム   市 場                 46,373     

   天然ゴム指数  市 場                  －     

   砂   糖   市 場                  23,494     

   アルミニウム  市 場                 282     

   畜 産 物   市 場 92     

小   計 3,993,780     

オ プ シ ョ ン 取 引       －     

 商 品 フ ァ ン ド        －     

合   計 3,993,780     

（注）1.消費税は含まれておりません。 

           2.千円未満は四捨五入して表示しております。 
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(b) 売買損益                            （単位：千円） 

         期   別 

商 品 市 場 名 

第４４期 

（自 平成19年4月1日） 

（至 平成20年3月31日） 

商 品 先 物 取 引  

   農 産 物   市 場 241,738     

貴 金 属   市 場 147,469     

   石   油   市 場 68,966     

   ゴ   ム   市 場 △ 171     

   天然ゴム指数  市 場 －     

   砂   糖   市 場 17,559     

   アルミニウム  市 場 △ 992     

   畜 産 物   市 場 △ 108     

小   計 474,461     

商 品 売 買 損 益 －     

そ の 他 売 買 損 益                      －     

合   計 474,461     

（注）1.商品先物取引の売買損益は、オプション取引に係る金額を含めて計算しております。 

2.消費税は含まれておりません。 

3.千円未満は四捨五入して表示しております。 

 

(c) 売買高［期間：平成19年4月1日～平成20年3月31日］          （単位：枚） 

第４４期 

（自 平成19年 4月 1日） 

（至 平成20年3月31日） 

期別  

       内訳 

 

商品市場名 委  託 自  己 合  計 

商品先物取引    

農 産 物 市 場 1,205,713 231442 1,351,337 

貴 金 属 市 場 268,581 85,533 354,114 

石   油 市 場 764,506 236,493 1,000,999 

ゴ   ム 市 場 18,981 7,592 26,573 

砂   糖 市 場 6,849 2,991 9,840 

アルミニウム市 場 94 30 124 

畜 産 物 市 場 46 3 49 

 合    計 2,264,770 564,084 2,828,854 

（注）売買高にはオプション取引に係る売買高を含めております。また受渡しによる 

決済数量は含まれておりません。 
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④ 会社の対処すべき課題 

 

 
内部管理体制の強化 
これまで、コンプライアンスの徹底を図るために、管理部門の増強を図ってまいりました。

また、商品取引事故に対する関係者の処分は取締役会で行っておりましたが、事故発生の状

況をより詳細に検討し再発を防ぐ目的で新たに規律委員会を設置しました。被処分者の再教

育を徹底させる狙いも含みます。今後も引き続きこれらの施策を実行し、強固な内部管理体

制を構築してまいります。 
 
顧客サービスの向上 
当社の主軸である対面営業においては、一層のコンプライアンス意識の徹底を図り、訪問活

動に力を入れ、十分なリスク説明やお客様に旬な情報提供・アドバイスが行えるよう、一層

の顧客サービス向上を目指します。 
 
情報サービスの充実 
パソコンおよび携帯電話の当社ホームページ上で相場情報、チャート、委託者別建玉明細表 
の提供など新たな顧客サービス分野の充実にも傾注いたしましたが、今後も引き続き情報 
サービス内容を増強してまいります。 
 
次世代システムへの転換 
取引時間の延長や、ザラバ化銘柄の増加に対処すべく、本年 10 月をめどに注文系・勘定系

のアウトソーシング化と、社内システムも自前のホストコンピュータからオープン系システ

ムへと転換をはかります。 
 
 
 

上記課題へ真摯に取り組み、顧客満足度を高め、信用信頼の獲得を何よりも優先しながら、収 
益力の向上を図っていきます。 
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⑤ 受託業務管理規則  

 

受託業務管理規則 

 

【目 的】 

第１条 この規則は、委託者の保護育成を図るため、受託業務の適正な運営及びその管理に必要な事項を定めたもの

である。 

 

【規則の制定及び改正】 

第２条 本規則の制定及び改正は、取締役会の決議を経て実施するものとする。 

 

【商品先物取引不適格者の参入防止】 

第３条 商品先物取引への不適格者の参入を防止するため、次に掲げる者に対しては、一切の勧誘及び受託を行わな

いものとする。 

（１）未成年者。 

（２）成年被後見人、被保佐人、被補助人。 

（３）精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者。 

（４）生活保護法による保護を受けている世帯に属する者。 

（５）破産者で復権を得ない者。 

（６）借入金で取引を行おうとする者。 

（７）元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者。 

（８）その他、商品先物取引を行うについての適格性に欠ける者。 

２ 次に掲げる者は商品先物取引の不適格者に準ずる者として、原則として勧誘及び受託を行わないものとする。た

だし、次項に定める要件を満たした場合はこの限りでない。 

（１）給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等により生計をたてている者。（年

金等の収入が収入全体の過半を占めている者。） 

（２）一定の収入を有しない者。（年収５００万円未満の者。） 

（３）投資可能資金額を超える取引を行おうとする者。（投資可能資金額については、第４条第２項で定める。） 

（４）一定の高齢者。（満７５歳以上の者。） 

（５）日本語による意思疎通ができない者。（日本国内に長期間滞在し、日本語の読み書きに精通している者は除

く。） 

（６）長期入院患者及びこれに準ずる者。 

３ 前項に該当する顧客が適合性の原則に照らして原則として不適当と認められる勧誘の対象者であることを理解

しているとともに、次の例外の要件を自らが満たすことについて確認している旨の本人自筆の申出書がある場合に

限り、第10条第２項に定める総括管理責任者が受託を認めるものとする。 

（１）年金等で生計をたてている者及び一定の収入を有しない者については、顧客が申告した投資可能資金額の裏

付けとなる資産を有していること。 

（２）投資可能資金額を超える取引を行おうとする者については、顧客が新たに申告した投資可能資金額が損失し

ても生活に支障のない範囲であり、かつ新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していること。 

（３）一定の高齢者については、取引を行うにふさわしい投資経験（直近３年以内に延べ９０日以上の証券信用取

引等レバレッジ性のある取引経験）があると認められること及び商品先物取引の仕組み・リスクその他説明

を受けた事項を的確、かつ、十分に理解していること。 

４ 前項に該当しない高齢者であっても、損失を被っても生活に支障のない範囲の投資可能資金額であること及び商
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品先物取引の仕組み・リスクその他説明を受けた事項を理解している場合に限り、受託を認めるものとする。 

５ 本条各項に該当しない者であっても、第10条第２項の総括管理責任者が諸要件から判断して商品先物取引を行う

にふさわしくないと認定した者については、受託の拒否または取引の制限をすることがある。 

６ 商品先物取引適格者として取引を開始した者であっても、委託者から本条に該当するに至った事実の申し出があ

った場合には、当該委託者に対して迅速に適切な措置を講ずることとする。 

７ 勧誘段階において、顧客が適合性を有しないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止するものとする。 

 

【取引口座開設申込書による属性の把握】 

第４条 商品先物取引に参加しようとする者からは、取引に対する主体性を確認するため受託に先立って取引口座開

設申込書を徴収するものとする。 

なお、取引口座開設申込書の記載事項については、次の通りとする。 

（１）氏名、性別、生年月日、家族構成、住所及び連絡先。 

（２）職業、勤務先名及び役職名。 

（３）資産及び収入の状況。 

（４）商品取引及び証券取引等の経験の有無。 

（５）その他必要と認められる事項。  

２ 商品先物取引を行おうとする顧客に対し、投資可能資金額とは、損失を被っても生活に支障のない範囲の資金で

あって、かつ損失を被った場合には、当該損失額を控除した金額を投資可能資金額とする旨を事前に説明し、理解

してもらったうえで申告を受けるものとする。 

３ 取引口座開設申込書及び次条の顧客カードは、総括管理責任者のもとに備え付けるものとする。 

 

【顧客カードの作成】 

第５条 担当外務員は、適正な顧客管理を行うため、取引口座開設申込書の記載内容に基づき、顧客カードを作成す

るものとする。 

２ 顧客カードは、第４条第１項に掲げるもののほか、顧客から提供された顧客管理に必要と認められる事項及び受

託契約を締結する目的を確認した旨を記載し、第10条第２項の管理責任者に提出する。また、その記載内容に変更

があった場合においては、その都度、更新するよう努めるものとする。 

 

【勧誘の際の説明義務】 

第６条 商品先物取引の勧誘及び受託に際しては、常に顧客の意思を尊重するとともに、次に掲げる事項を励行する

こととする。 

（１）勧誘に際しては、顧客に対し、次に掲げる迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘しないこと。ただし、顧客に

よる事前の指示又は承諾に基づく場合は、この限りでない。 

①迷惑な時間帯（原則として午後９時から午前８時まで）に、電話又は訪問による勧誘を行うこと 

②顧客の意思に反して、長時間にわたる勧誘を行うこと 

③顧客に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘を行うこと 

④顧客が迷惑であると表明した時間・場所・方法で勧誘を行うこと 

（２）勧誘に先立ち、顧客に対し自己の商号、担当者の氏名及び商品先物取引の勧誘であることを告げた上でその

勧誘を受ける意思の有無を確認し業務日誌に記載すること。 

（３）商品先物取引の委託の勧誘に際し、その委託を行わない旨の明確な意思（その委託の勧誘を受けることを希

望しない旨の明確な意思を含む。）を表示した顧客に対しては、その勧誘を行わないこと。（明確な意思の表

示とは、顧客が当社の営業部、管理監査部等に電話又は文書等にて、勧誘を受ける意思がないことを表示し

た場合、あるいは外務員に対して勧誘されるのが迷惑であると明示した場合をいう。） 

（４）前各号により顧客が委託の勧誘若しくは委託を行わない旨の明確な意思を表示した場合においては、直ちに
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その勧誘等を中止するとともに、当該顧客に対し再度勧誘を行うことのないよう所要の措置を講ずるものと

する。 

２ 顧客が委託の勧誘を受けることを表明したときは、「商品先物取引－委託のガイド－」を交付し、その記載内容

について詳しく説明するとともに、特に下記に掲げる事項について理解をした旨の書面（確認書①）の差し入れを

受け、併せて受託契約を締結する目的を確認するものとする。 

①総取引金額の10～30分の１程度の取引証拠金等で行うハイリスク・ハイリターンな取引であること 

②預託した取引証拠金等が相場の変動によって短期間に減損するおそれがあり、預託した取引証拠金等の全額

を上回る損失が生じるおそれがあること 

３ 前項の理解の確認後、次の事項について説明し、理解を得たうえで、書面（確認書②）の差し入れを受けるもの

とし、自己の判断と責任において取引を行うことについて十分な自覚を促したのち参加を求めることとする。 

①取引証拠金等に関する事項 

②委託手数料に関する事項 

③禁止行為の概要及び当該行為が禁止されている趣旨に関する事項 

④その他省令第１０４条に定める事項 

⑤商品先物取引の仕組み（差金決済等） 

⑥損益計算の具体例 

⑦その他、重要と認められる事項 

４ 顧客の理解が未だ不十分と認められる場合には、再度商品先物取引を行うことに必要な重要事項について説明し、

その事項について理解したことを確認した上で、参加を求めるものとする。この場合において、当該顧客から理解

した旨の確認書面の差し入れを受けるものとする。 

 

【適合性の審査及び受託の適否の決定等】 

第７条 新たに商品先物取引を行おうとする顧客の適合性の審査及び受託の適否の判断につき、次の通り定めるもの

とする。 

（１）顧客審査部（第10条２項に規定）は、取引口座開設申込書の記載内容等により顧客の適合性を審査する。 

（２）顧客審査部は、取引口座開設申込書の差し入れ後において、顧客に対し、取引に必要な理解度等の調査を行

う。なお、顧客審査部の審査の内容は次のとおりとする。 

①取引金額に比較して少額の取引証拠金で取引するものであること 

②取引証拠金等の額を超える損失が生じるおそれがあること 

③投資可能資金額は、損失をしても生活に支障のない余裕資金の範囲内で記入し、借入金ではないこと 

④その他必要と思われる事項 

（３）顧客審査部長は、取引口座開設申込書及び審査内容をもとに受託の適否を審査し、受託の適否の最終決定を

行う。 

（４）外務員は、顧客審査部長による適合性の審査を経た後に約諾書の差し入れを受けるものとし、適合性の審査

の前に約諾書の徴収、取引証拠金等の受け入れ及び取引の受託を行ってはならない。 

（５）顧客審査部長による受託の適否の判断が困難と認められる場合にあっては、総括管理責任者がその判断を行

うものとする。 

（６）顧客審査部は、審査過程において顧客が適合性を有しないと判断した場合には、その旨を担当外務員又は顧

客に通知するとともに、直ちに勧誘を中止するものとする。 

（７）顧客審査部は、受託の適否の判断根拠に係る記録を作成するとともに、その記録を３年間保存するものとす

る。 

 

【商品先物取引等未経験者の保護育成措置】 

第８条 商品先物取引を行うにふさわしい健全な委託者層の拡大を図るため、過去一定期間以上にわたり商品先物取
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引の経験のない委託者については、当該委託者が初めて建玉をした日から３ヶ月間の習熟期間を設け、次に掲げる

保護育成措置を講ずるものとする。過去一定期間以上とは、直近の３年以内に延べ９０日間以上を目安とする。 

（１）委託者に対し、第６条に定める説明を行うことにより商品先物取引についての十分な理解と認識を求めるこ

と。 

（２）商品先物取引を行うにあたっては、特に取引追証拠金及び損失の発生についての理解を求め余裕資金を保持

した取引を勧めるとともに、当該委託者の資金力、取引経験等からみて明らかに不相応と判断される取引に

ついては、これを抑制する等の措置を講ずること。 

（３）習熟期間中の委託者からの受託にあたっては、委託者保護の徹底とその育成を図るため、当該委託者の資質、

資力等を考慮のうえ、相応の資金量の範囲内において行うものとする。 

この場合において、習熟期間中の委託者の資金量の取扱いについては、別に定める「商品先物取引等の経験

がない新たな委託者からの受託に関する取扱い要領」によるものとする。 

（４）習熟期間中の委託者について、商品先物取引に対する理解度についてのアンケート調査を行い、未だ理解が

十分でないと思われる委託者については、管理担当班の訪問説明又は資料の送付等により理解を求める等の

適切な措置を講ずること。 

 

【取引記録の保存】 

第９条 担当外務員は、委託者の取引指示に関して、当該委託者の意思を確認するとともに、その取引の執行の内容

を業務日誌または管理者日誌に明確に記録し保存するものとする。 

 

【管理担当班の設置】 

第10条 受託業務に関する責任の所在の明確化を図るため、本店及び従たる営業所に管理担当班を設置するものとす

る。 

２ 受託業務に係る総括管理及び次条に定める管理担当班の職務の統括調整を行うため、本店に総括管理責任者、副

総括管理責任者及び顧客審査部を置くものとし、従たる営業所に管理責任者及び副管理責任者を置くものとする。

なお、副総括管理責任者については、本店以外に置くこともある。 

３ 総括管理責任者、副総括管理責任者、顧客審査部責任者、管理責任者及び副管理責任者は次のとおりとする。 

（１）総括管理責任者は管理担当取締役とする。 

（２）副総括管理責任者は管理監査部の上席者とし、総括管理責任者が不在のときは、副総括管理責任者がその職

務を代行する。 

（３）顧客審査部の責任者は、部長職とする。なお、責任者が不在の時は、総括管理責任者、副総括管理責任者及

び管理監査部長がその職務を代行することができる。 

（４）管理責任者は、取締役が統括する支社・店にあっては当該取締役、その他の支社・店にあってはその責任者

とする。また副管理責任者は、事務部門の相応の役職者とし、管理責任者が不在のときは、その職務を代行

する。 

４ 管理監査部は、総括管理責任者及び副総括管理責任者を補佐し、顧客審査部責任者、管理責任者及び副管理責任

者との連絡調整を行うものとする。 

 

【管理担当班の職務】 

第11条 管理担当班の職務は次のとおりとする。 

（１）商品先物取引の委託の勧誘を受けないこと及びその委託を行わないことを表明した顧客に対する勧誘の抑制

措置。 

（２）顧客審査部による適合性の審査及び受託の適否の決定。 

（３）顧客管理のための「顧客カード」の整備。（変更を含む。） 

（４）委託者の資金力、取引経験等からみて不相応と判断される取引の抑制。 
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（５）管理責任者による登録外務員等の委託者に対する連絡サービス状況の掌握及び営業部門に対する指導並びに

取引内容に異常な徴候が認められた場合の迅速適切な措置。 

（６）外務員に対する関係法令・諸規則等の遵守に係る指導及び遵守状況の監視並びに不適正な事実を発見した場

合の迅速適切な措置。 

（７）個人情報保護法に基づく顧客情報等の保護に必要な措置。 

（８）委託者からの苦情・紛争に対する適切な対応。 

（９）過去に恣意的に紛争等を多発した委託者の参入予防措置。 

（10）商品先物取引に必要な知識の啓蒙普及並びに委託者の理解度を向上させるために必要な措置。 

（11）その他委託者の保護育成に必要と認められる事項。 

 

【不正資金の流入防止】 

第12条 委託者の横領等による不正資金の流入を防止するために、次の管理措置を講ずるものとする。 

（１）公金出納取扱者、金融機関等において他人の金銭・有価証券を取扱っている者、企業の経理・財務担当者等

自己の資産以外の金銭等を取扱っている者からの受託にあたっては、自己の資金で取引することを明記した

書面を徴収するものとする。 

（２）当該委託者からの入出金差引金額が一定の基準（3,000 万円）を超えることとなった場合には、管理監査部 

が直接当該委託者に面談し、出資金に関しての確認を行うものとする。 

（３）上記において、自己の資金でないことが判明した場合には、追加の入金を断るとともに、既存の建玉を速や

かに決済するよう当該委託者に要請する。 

（４）不正資金流入のための調査をしたときは、その調査項目、調査内容、調査結果及び調査結果に基づく措置等

について、記録を作成し、これを10年間保存するものとする。 

 

【取引本証拠金の額等に係る措置】 

第13条 取引本証拠金の額等は、別表に定めるものとする。 

２ 取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括管理責任者と定め、その内容について社内に徹底するとともに、委

託者に周知し、その記録を３年間保存するものとする。 

 

【委託手数料の額等】 

第14条 委託手数料の額は、別表に定めるものとする。 

２ 委託手数料の額等に係る社内責任者は総括管理責任者と定め、その内容について社内に徹底するとともに、委託

者に周知し、その記録を３年間保存するものとする。 

 

【委託者との入出金に係る管理措置】 

第15条 委託者との間の入金及び出金は原則として振込みにより行うものとする。ただし、やむを得ず現金の受渡し

を行う必要がある場合は、営業部門の責任者が委託者ごとにその必要性等について個別に判断するものとする。 

２ 委託者との間で現金の受渡しを行う場合は、原則複数の役職員で対応するものとする。ただし、やむを得ず一人

の外務員で対応する場合には、営業部門の責任者の承認を得るとともに、受渡しが行われた後に、当該外務員以外

の役職員が、当該委託者に対し、入出金の額、日時、担当外務員の氏名について確認するものとする。 

３ 委託者から取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した取引証拠金預り証の交付と

同時に行うものとする。また、委託者に対し現金を渡す場合には、現金の手交と同時に領収証を受領するものとす

る。 

 

【顧客情報の保護】 

第16条 取引口座開設申込書及び顧客カードに記載された事項並びに委託の勧誘にあたり顧客から提供を受けた情
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報については、個人情報保護法の規定により漏洩防止に努めるものとする。 

 

【広告等に係る管理措置】 

第17条 受託等業務に関する広告等については、当社の「広告等に関する規則」に基づくものとする。 

 

【勧誘方針の策定及び公表】 

第18条 当社は、適正な勧誘を行うため以下に係る「勧誘方針」を策定し公表する。 

（１）適合性の原則に基づく勧誘を行うこと。 

（２）迷惑となる方法、時間、場所等での勧誘を行わないこと。 

（３）勧誘に当たっては商品先物取引の仕組み、リスク等を十分説明すること。 

（４）その他勧誘の適正の確保のために必要な事項。 

２ 前項の「勧誘方針」の公表は、本店、支店その他の営業所等において顧客が見やすいように掲示する方法等によ

り行う。 

 

【受託業務における禁止行為】 

第19条 商品先物取引の委託の勧誘及び受託にあたっては、商品取引所法、同施行規則、受託契約準則及び受託業務

に関する規則（日本商品先物取引協会）に定める禁止規定を遵守する。 

 

【違反者に対する制裁】 

第20条 本規則又は前条に違反した者に対する処分は、当社が別に定める「規律委員会規則」及び就業規則に基づき、

処分内容により規律委員会又は取締役会において決定するものとする。 

 

【日本商品先物取引協会への届出】 

第21条 本規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。また、本規則を改正したときも同様とする。 

 

【付  則】 

１ 本規則は、平成10年９月１日から実施する。 

２ 本規則実施前に初回建玉をした習熟期間中の委託者の取り扱いについては、旧規則の定めるところによる。 

【付  則】 

本規則第６条及び第13条の変更は平成11年４月１日から、第９条第２項の変更は、平成12年１月12日から実施する。 

【付  則】 

本規則第３条第１項の変更は、平成12年４月１日から実施する。 

【付  則】 

本規則第５条第１項及び第２項の変更は、平成13年３月５日から実施する。 

【付  則】 

本規則第11条の変更は、平成15年２月３日から実施する。 

【付  則】 

本規則第12条の追加及び条番号の変更は、平成15年６月６日から実施する。 

【付  則】 

本規則第７条の追加及び条番号の変更は、平成17年４月１日から実施する。 

【付  則】 

本規則は、平成17年５月１日に改定し実施する。 

【付  則】 

本規則は、一部改定し、平成17年8月22日から実施する。 
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【付  則】 

本規則第３条、第５条、第６条の変更、第16条、第17条の追加及び条番号の変更は、平成19年９月30日から実 

施する。 

【付  則】 

本規則第15条の追加及び第20条の変更、条番号の変更は、平成20年２月４日から実施する。 

 

 

 

 

商品先物取引等の経験がない新たな委託者からの受託に関する取扱い要領 

 

受託業務管理規則第８条に基づき、商品先物取引等の経験のない新たな委託者からの取引の受託にあたっては、委

託者の保護とその育成を図るため、当該委託者の理解度、資力等を考慮の上、相応の額の範囲内において受託を行う

よう、次のことを厳守するものとする。 

 

Ⅰ 商品先物取引等の経験がない新たな委託者から預託を受ける取引本証拠金等の額は、委託者が投資可能資金額と

して申告した金額の１／３となる水準（基準額）とする。ただし、この基準額には、取引追証拠金、取引臨時増証

拠金等は含まないものとする。 

Ⅱ 委託者が、上記Ⅰの基準額を超える取引を希望する場合にあっては、商品先物取引未経験者を保護するための取

引量の制限措置が設けられていること及び制限措置の例外要件を理解しているとともに、当該要件を自らが満たす

ことについて確認している旨の自書による書面での申告を得るとともに、当該委託者が商品先物取引に習熟してい

ることを客観的に確認した場合に限り、総括管理責任者が可否を判断するものとする。 

Ⅲ 委託者から投資可能資金額を変更したい旨の申し出があった場合には、総括管理責任者が審査をし、妥当と判断

する範囲において認めるものとする。 

この場合の審査と要件は、受託業務管理規則第３条第３項に定める。 

 

【付  則】 

この取扱い要領は、平成10年９月１日から実施する。 

【付  則】中部商品取引所石油市場の特例 （削除） 

【付  則】関西商品取引所水産物市場の特例 （削除） 

【付  則】福岡商品取引所農産物市場大豆ミールの特例 （削除） 

【付  則】 

 本取扱い要領は、平成17年５月１日に改定し実施する。 

【付  則】 

本取扱い要領は、一部改定し、平成17年8月22日から実施する。 
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⑥ 外務員の登録状況 

期首登録外務員数 新規登録数 登録抹消数 期末登録外務員数 

３３４名 ３２名 １３３名 ２３３名 

 

⑦ 委託者に関する事項 

期首委託者数 新規委託者数 期末委託者数 

１，５０２名 １，１９４名 １，２５７名 

 

⑧ 苦情、紛争、訴訟に関する事項 

（a）顧客等が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

苦情 紛争 訴訟 苦情 紛争 訴訟 

 

相互の話し合

いによる解決 

紛争処理機

関での解決 

 互いに話し

合い中 

紛争処理機関

で処理中 

 

当該年度に新規に 

発生した案件の件数 

１２６件 

９４件 １件 １２件 ５件 ０件 １４件 

前年度から継続して

いる案件の件数 

３６件 

１８件 ２件 １０件 ２件 ０件 ４件 

合計  １６２件 １１２件 ３件 ２２件 ７件 ０件 １８件 

 （注）1.苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して、異議、不平、不満等が表

明され、又は、紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。 

    2.紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社と顧客

との主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん等の申出が

あったものをいう。 

    3.紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者基本法

又は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。 

    4.訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。 

    5.一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の状態を

記載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情では記載せず

紛争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合は、苦情、紛争では記載せず

訴訟で記載している。 

    6.（c）表に記載する事案は、この表の件数には含めない。 
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（b）当社が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件   

紛争 訴訟 紛争 訴訟 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

前年度から継

続している案

件の件数 

０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

合計  ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

    （注）（c）表に記載する事案は、この表の件数には含めない。 

 

（c）双方が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件    

訴 訟 訴 訟 

当該年度に新規に発生した

案件の件数 

０件 

０件 ０件 

前年度から継続している 

案件の件数 

０件 

０件 ０件 

合計  ０件 ０件 ０件 

   （注）双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方に

対して訴訟（反訴を含む）を提起したものをいう。 

  

（d）値合金処理に関するもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件       

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

９件 

９件 ０件 ０件 ０件 

前年度から継

続している案

件の件数 

０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

合計  ９件 ９件 ０件 ０件 ０件 

    （注） 1.事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を

誤ることをいう。 

        2.システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行

を誤ることをいう。 
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３．経理の状況  
①貸借対照表       （平成 20年 3月 31日現在）         （単位：千円） 

科   目  金  額  科   目  金  額  

[ 資 産 の 部 ]    [ 負 債 の 部 ]    

【流動資産】 【 5,368,387 】 【流動負債】 【 3,490,661 】 

 現 金 及 び 預 金  2,039,072   １年以内返済長期借入金  139,181  

 預 託 金  90,000   未 払 法 人 税 等  4,552  

 委 託 者 未 収 金  71,514   預 り 証 拠 金  3,103,247  

 商 品  133   商取受託業務預り金  11,318  

 前 払 費 用  3,264   賞 与 引 当 金  74,876  

 保 管 有 価 証 券  84,516   そ の 他 の 流 動 負 債  157,487  

 差 入 保 証 金  1,800,000       

 委託者先物取引差金  1,071,583       

 繰 延 税 金 資 産  32,106       

 そ の 他 の 流 動 資 産  208,577  【固定負債】 【 593,885 】 

 貸 倒 引 当 金  △32,378   長 期 借 入 金  509,201  

      そ の 他 の 固 定 負 債  84,684  

【固定資産】 【 5,390,278 】      

（有形固定資産） （ 3,265,835 ）      

 建 物  1,748,650  【引当金】 【 54,394 】 

 構 築 物  83,577  商品取引責任準備金  54,394  

 車 両  32,628   （商品取引所法第221条）    

 器 具 及 び 備 品  172,672       

 土 地  1,228,308       

（無形固定資産） （ 40,597 ）      

 の れ ん  6,520  負 債 合 計   4,138,940  

 ソ フ ト ウ ェ ア  4,384       

 電 話 加 入 権  27,353  [ 純 資 産 の 部 ]    

 その他無形固定資産  2,340  【株主資本】 【 6,640,842 】 

（投資その他の資産） （ 2,083,846 ）  (資 本 金) （ 1,000,000 ） 

 投 資 有 価 証 券  54,550       

 出 資 金  113,760   (利益剰余金) （ 6,370,436 ） 

 長 期 未 収 債 権  63,845    利益準備金  250,000  

 長 期 差 入 保 証 金  692,303   その他利益剰余金  6,120,436  

 長 期 前 払 費 用  2,788   別  途  積  立  金  6,000,000  

 繰 延 税 金 資 産  1,052,158   繰 越 利 益 剰 余 金  120,436  

 保 険 積 立 金  137,764       

 そ の 他 投 資  22,697   (自己株式) （ △729,594 ） 

 貸 倒 引 当 金  △56,019       

     【評価・換算差額等】 【 △17,801 】 

【繰延資産】 【 3,316 】  その他有価証券評価差額金  △17,801  

 繰 延 資 産  3,316       

     純 資 産 合 計  6,623,041  

資 産 合 計  10,761,981  負 債 ・ 純 資 産 合 計  10,761,981  
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②損益計算書 （平成19年04月01日～平成20年03月31日）          （単位：千円） 

   科      目  金       額 

    営 業 収 益    4,753,357  

 営  受 取 手 数 料  3,993,780    

 業  売 買 損 益  474,461    

経 損  そ の 他 の 営 業 収 益  285,116    

 益   営 業 費 用    5,673,784  

   販売費及び一般管理費  5,673,784    

常   営  業  損  失    △920,427  

    営 業 外 収 益    144,425  

   受取利息及 び割引料  5,470    

損 営  受 取 配 当 金  1,400    

 業  地 代 家 賃  7,440    

 外  受 取 保 険 金  86,986    

益 損  そ の 他  43,129    

 益 営 業 外 費 用    23,046  

   支払利息及 び割引料  22,169    

   有 価 証 券 売 却 損  877    

   経  常  損  失    △799,048  

    特 別 利 益    12,507  

   商品取引責任準備金戻入  9,686    

   固 定 資 産 売 却 益  2,821    

    特 別 損 失    48,114  

   固定資産売却除却損  47,502    

   そ の 他  612    

 税 引 前 当 期 純 損 失    △834,655  

 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税  2,220    

 法 人 税 等 調 整 額  △332,783    

 当 期 純 損 失    △504,092  
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③株主資本等変動計算書 （平成19年 4月 1日～平成20年3月31日）         （単位：千円） 

株    主    資    本 

利  益  剰  余  金 

その他の利益剰余金 
 

資本金 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

前期末残高 1,000,000 250,000 6,000,000 624,528 △209,194 7,665,334 

当期変動額       

 当期純損失    △504,092  △504,092 

自己株式の取得     △520,400 △520,400 

 株主資本以外の 

項目の当期変動額 
      

当期中の変動額合計    △504,092 △520,400 △1,024,492 

当期末残高 1,000,000 250,000 6,000,000 120,436 △729,594 6,640,842 

 

 

その他有価 

証券評価 

差額金 

純資産額合計     

前期末残高 1,266 7,666,600     

当期変動額       

 当期純損失  △504,092     

自己株式の取得  △520,400     

 株主資本以外の 

項目の当期変動額 
△19,067 △19,067     

当期中の変動額合計 △19,067 △1,043,559     

当期末残高 △17,801 6,623,041     

 

④個別注記表 

Ⅰ．重要な会計方針 

(１)有価証券の評価基準及び評価方法 

①自己所有有価証券 

金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会平成11年1月22日))を適用し、次の通り有価証券を評価しております。 

  その他の有価証券 

   時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法 

             評価差額は、全部純資産直入法により処理し、資本の部

に計上しております 

   時価のないもの・・・移動平均法による原価法又は償却原価法 
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②保管有価証券 

商品取引所法施行規則第39条の規定により㈱日本商品清算機構が定める充用価格 

(２)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

      商    品・・・・個別法による原価法によっています。 

(３)固定資産の減価償却の方法 

      有形固定資産・・・・法人税法の規定による定率法によっています。 

                但し、建物（建物付属設備を除く）については法人税法

の改正に伴い平成 10 年 4 月 1 日以降の取得分について

は、定額法によっています。 

                尚、主な耐用年数は以下の通りです。 

                 建 物   3年～60年 

  構築物  10年～30年 

      無形固定資産・・・・のれん・・5年の均等償却によっています。 

ｿﾌﾄｳｪｱ・・社内における利用可能期間(5年)に基づく定 

額法によっています。 

                   その他・・法人税の定める定額法によっております。         

(４)繰延資産の処理方法・・・・・繰延資産は、電算機ソフトウェア負担金等であり、法人 

税法の定める期間により定額法によって行っています｡ 

(５)引当金及び特別法上の準備金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるために委託者未収金については、一般債権、貸 

倒懸念債権、破産更正債権に分類し、預り証拠金等により保全されていない債 

権につき、全額貸倒引当金を計上しております。又、ゴルフ会員権預託金に 

ついては、時価を超える部分につき貸倒引当金を計上しております。 

    ② 賞与引当金 

従業員への賞与の支給に備えるため支給実績額を基準として、支給見込額のち 

当事業年度に負担すべき額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付金に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産 

の見込額に基づき必要額を計上しております。 

      今期末は、年金資産( 1,032,111千円)が退職給付債務( 775,436千円)を上回っ 

ている為、退職給付引当金は計上されておりません。 

又、全国商品取引業厚生年金基金加入部分(複数事業主制度)については、当社 

の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算する事が出来ないので、年金へ 

の要拠出額を退職給付費用として計上しております。 

年金資産の全体額は 81,621百万円であり、制度加入人員（平成20年3月末日） 

により按分計算すると、当社の年金資金相当額は 2,096百万円であります。 

       ④ 商品取引責任準備金 

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基 

づき、施行規則に定める額を計上しております。 
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(６)営業収益の計上基準 

①受取手数料 

「商品取引業統一経理基準」に従い、商品取引所における約定日に計上しております。 

②売買損益（商品先物取引損益） 

反対売買により取引を決済したときに計上しております。また、未決済建玉につい 

ては時価による評価損益を計上しております。 

(７)リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 

取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっております｡  

なお、貸借対照表に計上した固定資産の他、リースにより使用している固定資産とし 

て、コンピュータ及び事務用機器等があります｡ 

(８)その他財務諸表作成の為の重要な事項 

  消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。 

 

Ⅱ．会計処理の変更 

  (１)有価証券評価差額の会計処理 

有価証券評価差額につき、従来は評価損は費用に計上し評価益は純資産の部へ計上する方

法（一部資本直入法）によっていましたが、今期より評価差額は全額、純資産の部に計上

する方法（全部資本直入法）に変更しました。この結果従来の方法にくらべ当期純損失は

17,800千円少なく計上されています。 

（２）賞与引当金の会計処理 

  当期より従業員賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を賞与引当金として計 

上しております。この結果従来の方法にくらべ営業損失、経常損失は74,875千円、当期 

純損失は44,925千円多く計上されています。 

 

Ⅲ．貸借対照表関係  

(１)有形固定資産の減価償却累計額              1,232,311千円 

 

  (２)担保資産及び担保付債務 

      担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。 

①担保に供している資産 

          定 期 預 金                             250,000千円 

                   預   託   金                             90,000千円 

建     物                         1,170,461千円 

 土     地                             990,334千円  

             合   計                2,500,795千円 

②対応する債務の内訳 

           ・長期借入金（1年以内返済予定額含む）      648,381 千円 

           ・商品取引所法第179条第7項の規定に 

基づく銀行等の保証による契約預託額     500,000 千円 

           ・商品取引所法施行規則第98条第1項第 

4号の規定に基づく日本商品委託者保 

護基金による代位弁済委託契約額        360,000 千円 
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      ロ）預託資産 

       取引証拠金等の代用として次の資産を㈱日本商品清算機構へ預託しております。 

           ・保管有価証券                 56,799 千円 

      ハ）分離保管資産 

       商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなけ

ればならない保全対象財産の金額は 54,464千円であります。 なお、同法施行規則

第98条の規定に基づく委託者資産保全措置額は 360,000千円であります。 

   (３)委託者未収金のうち、無担保のものは、80,046千円であり、発生から1年を経過してい

るものは、47,668千円であります。なお、投資その他の資産の部に計上されているもの

は、63,844千円であります。 

(４)商品取引責任準備金の積立は，商品取引所法第221条の規定に基づくものであります。 

(５)委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の時価との差損益金の純額であって、㈱

日本商品清算機構との間で受払精算された金額であります。 この金額は、すべての委託

者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定したうえで，各商品取引所ごとに合計し

て算出したものであります。 

 

Ⅳ．損益計算書に関する注記 

(１)受取手数料の内訳 

        商品先物取引            3,993,780 千円 

        オプション取引                  － 千円 

        商品ファンド                   － 千円  

         合  計             3,993,780 千円 

(２)買損益の内訳 

        商品先物決済損益            461,080 千円 

        商品先物評価損益             13,381 千円 

        商品売買損益                   － 千円  

         合  計                 474,461 千円 

 

Ⅴ株主資本等変動計算書関係 

（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前 期 末 当期増加 当期減少 今 期 末 

普通株式 1,585,749株 0株 0株 1,585,749株 

                       発行済株式は全て普通株式であります。 

 （２）自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前 期 末 当期増加 当期減少 今 期 末 

普通株式 104,597株 260,200株 0株 364,797株 

 （３）当時事業年度中に行った、剰余金の配当に関する事項 

     該当はありません 

 （４）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

     該当はありません 

 （５）新株予約権に関する事項 

     該当はありません 
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Ⅵ．税効果会計 

①繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 

イ）繰延税金資産 

  （流動の部） 

     未払事業税・未払事業所税                      3,696 千円 

委託者未収金貸倒引当金                     12,951 千円 

         賞与引当金                           29,950 千円   

          繰延税金資産合計              46,597 千円 

 （固定の部） 

     商品取引責任準備金                           21,758 千円 

     ゴルフ会員権貸倒引当金            3,340 千円 

     ゴルフ会員権評価損              4,488 千円 

          有価証券評価損                11,867 千円 

     減損損失計上額                              361,865 千円 

     委託者未収金等貸倒引当金             19,068 千円 

        繰越欠損金                                629,772 千円   

     繰延税金資産合計                     1,052,158 千円 

ロ）繰延税金負債 

    （流動の部） 

     未収収益計上額                             14,491 千円   

     繰延税金負債合計                     14,491 千円 

②法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった 

主な項目別の内訳。 

当期は、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

 

Ⅶ．一株当りの情報 

１株当りの純資産額             5,424円48銭 

１株当りの当期純損失             382円89銭 

（注１） １株当り純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

純資産の部の合計 6,623,041千円 

純資産の部の合計から控除する金額 － 千円 

普通株式に係る期末の純資産 6,623,041千円 

期末の普通株式の数（株） 1,220,952株  

（注２） １株当り当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

当期純利益 △504,092千円 

普通株式に属しない金額 － 千円 

普通株式に係る当期純利益 △504,092千円 

普通株式の期中平均株式数 1,316,535株  
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Ⅷ．追記情報 

   法人税法の改正に伴い既存資産の償却限度に達した残存価額につき５年間均等償却を 

実施しております。（本年度償却額 1,312千円） 

又、法人税法改正に伴い新規取得資産につき改正後の減価償却方法によっています。 

 

⑤監査に関する事項 

このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 

個別注記表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 

 

⑥財務比率 

諸       項       目 比 率 

(a)純資産額規制比率  [純資産額／リスク額×100] 530.38％ 

(b)純資産額資本金比率 [純資産額／資本金額×100] 667.74％ 

(c)自己資本資本金比率 [自己資本／資本金額×100] 664.08％ 

(d)自己資本比率    [自己資本／総資産額×100] 61.71％ 

(e)修正自己資本比率  [自己資本／総資産額×100] *1 71.69％ 

(f)負債比率      [負債合計額／純資産額×100]   61.17％ 

(g)流動比率      [流動資産額／流動負債額×100] 153.79％ 

*1「総資産額」は委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託金額と預託必要額との

いずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産の額を除いたもの。 

 

 


